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論 文 内 容 の 要 旨

1.本 論文は、つぎの編章節か ら成っている。

緒 編

第1編 問題

第2編 個々の学説

第1章 二重法律概念学説(そ の一)

第1節 伝統学説の確立

第2節 その批判学説

第2章 二重法律概念学説(そ の二)一 この学説の歴史的国法的背景一

第3章 ヴァイマール期支配学説による伝統学説の継受 ・・発展

≒ とくに国家諸機能 ・法規 ・法律 ・命令 ・法律の留保をめ ぐって

第4章 この期における新学説との対応

第1節H.ヘ ラーの民主主義的法律概念構成の試み

第2節R.ス メントの統合学説からの帰結

第3節H.ケ ルゼンの純粋法学 と 「法律」概念
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第5章 ナチス時代における法律概念

第6章 ボン基本法下における学説の一断面

一 伝統的 「法律」概念が融解 したということの真意一

第3編 方法論的整理図式

2.ド イツ公法 において 「法律」の概念は、「立法」権の範囲ともかかわり、その要石とさ

れており、本論文は、特に近代立憲理論におけるその問題をとりあげるものである。

今 日、伝統的 ドグマティークを、一定の学問的方法で一っの立場から批判的に分析 ・検

討する研究が著 しい傾向となっており、特にこのテーマはそのように扱われることが多い。

けれども、本論文は、そのような方法は、やがて法学を他学問に吸収併合することとなり、

「現実的事実に適用される個々の法規範の意味を認識すること」を固有の任務 とする法学

の使命にこたええないものとして しまうと批判 し、 ここでの問題は、歴史的に存 した多く

の立場の比較的検討を通 じて考究さるべきものとの立場で形成 されている。

3.本 論 文 の 圧 倒 的 部 分 は、 従 来 存 した諸 学 説 の紹 介 と検 討 か ら成 って い る(第2編)。

まず 、 今 日、 日本 にお いて 有 力 に存 す る実 質 的 意 味 の 「法 律 」 ・形 式 的意 味 の 「法律 」

な る 二 重 法 律 概 念 学 説 これ を 論 者 は 「伝 統 学 説 」 とよ ぶ一 が19世 紀 ドイ ツ公 法 学 に

お いて 如 何 に して 成 立 し、 どの よ う な 内容 で 理 解 され た か を 、P.ラ ーバ ン ト、G,イ エ リ

ネ ク、G.ア ンシ ュ ッツ、G.マ イ ヤ ー、E.ゼ ー リ ッ ヒマ ンの そ れ ぞ れ に つ いて 検 討 し(第

1章 第1節)、 さ らに、 そ れへ の批 判 学 説 と して のA.ヘ ー ネ ル の 所説 を、 国家 機 能 学 に も

視 野 を ひ ろ げ つ つ 紹 介 す る(同 第2節)。 も ち ろん 、 これ らの学 説 は 、 当 時 の ドイ ツ の歴

史 的 事 情 を 背 景 と して 成 立 した もの で 、 一 般 に は 「国 家 と社 会 」 との二 元 構 造 、君 主 制 原

理 との 関 連 にお いて の み 紹 介 ・把 握 され る。 しか し、 本 論 文 は、 そ の よ うな概 括 的説 明 に

は 満 足 せ ず 、 これ ら学 説 は、 当時 の ラ ン ト憲 法 の二 つ の タ イ プの うち 「法 律 」 「立 法 」 の

概 念 の 限 定 を 明 示 しな い プ ロ セ イ ン憲 法 ・ラ イ ヒ憲 法 の も とに お け る 、哲 学 的社 会 学 的政

治 学 的 議 論 の 先 験 概 念 の よ そ お いを 断 片 的 に ち らつ かせ なが らの 実定 法論 で あ っ た と、 実

例 を あ げて 指 摘 す る(第2章)。

この 学 説 は、 ワ イ.マール 憲 法 下 にお いて も、 そ の支 配 的学 説 に よ って継 受 され発 展 せ し

め られ るが 、 本 論 文 は、 その 事 情 をG.ア ン シ ュ ッ ツ、O.マ イ ヤ ー、W。 イ エ リネ ク、R.

トー マ に つ い て 検 討 す る(第4章 第1節)。 しか し、 この期 に は 新 しい 国法 学 的思 考 も登

場 し、 「法律 」概 念 の 問題 は異 な る 扱 い を う け る こ と とな るが 、 そ の事 情 をH.ヘ ラー(第

4章 第1節)、R.ス メ ン ト(同 第2節)、H.ケ ル ゼ ン(同 第3節)に つ い て、 学 説 の基 本
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的 立 場 とそ の概 要 を も叙 述 しっ つ 分析 ・紹 介 す る。

ナ チ ス 時 代 は 、 支 配者 に 立 法 権 が集 中 され 、 法 形 式 の 区 別 さ え御 都 合 主 義 的 に崩 壊 せ し

め られ る が 、本 論 文 は、 そ の 過程 と と もに 、 学 説 が 「法 律 」 概 念 につ いて の 論 理 的 思 考 を

断 念 す るに い た った こ とを 示 す(第5章)。

「民 主 的 社 会 的 法 治 国 」 を 宣 言 す る ボ ン基 本 法 下 に お いて は、D.イ エ ッ シ ュ、F.E.

シ ュ ナ ップ 、K.ヘ ッセ 、H.H,ル ップ 、F.オ ッセ ン ビュ ー ル、C.シ ュ タル クに よ って

伝 統 学 説 に対 す る消 極 的 評 価 が発 表 され、 無 制 約 な 「立 法 」 所 管 論 が 支 配 的 とな る。 従 来 、

ドイ ツで は、Rechtssatzの 語 は 「一 般 法 学 」 に お け る 「法 命 題 」、 歴 史 的 政 治 的観 念 を 内

容 とす る 「特 別 法 学 」 上 の 「権 利 命 題 」、 後 者 の観 念 を前 提 とす る 特 定実 定 憲 法 に お け る

「個 別 法 学 」 上 の 「立 法 」 所 管 を指 示 す る 「権 利命 題 」 の三 義 に もち い られ て き た が 、 本

論 文 は、 それ ら論 者 の消 極 的 評 価 ・批 判 に は、 三 義 を錯 綜 せ しめ た ま ま で批 判 す る とい う

混 迷 が み られ る と指 摘 しっ っ 紹 介 し、 これ を伝 統 的 「法律 」概 念 の 「融解 」 と名 づ け 、

E.W.ベ ッケ ンフ ェ ール デ、W.ク レプ ス 、P.バ ドゥ ラ、E.フ リーゼ ンハ ー ン、F,フ レー

ム ー ト等 の学 説 と と も に分 析 ・紹 介 す る(第6章)。

4.こ のような学説史の進展を一言にしていえば、C.シ ュ ミッ トのいう 「民主主義の凱旋

行列」とみうるか もしれない。けれども、個別実定憲法における諸問題は、そのような単

一的視点のみで整理 しつ くせるものではなく、所管の分配の合理性 ・合目的性 という視点

から、行政と立法の手続の比較などをも考慮 して決すべきものであるというのが本論文の

総括である(第3編)。

論 文 審 査 結 果 の 要 旨

本論文は、外国に存する概説的論述の翻案的所産ではない。本論文提出者は、昭和45年 以

来6篇 の個別的論文を発表 しているが、それ らを新たに書下 し、まとめて本論文としたもの

で、本論文の価値は、彪大な量の原典についての着実な検討、および、その分析における慎

重、周到な思考に存する。

もちろん、長年月にわたる研究の集積であったために、本論文が一貫 した視野のもとに書

かれているかには、問題が感ぜられな くもない。 しか し、「法律」概念は多 くの論点とかか

わ りをもち、学説 もこれ らとのかかわりにおいて変動する運命をもたざるをえなかったもの

で、たんに提出者の視点動揺のみによるとしがたい事情 もある。また、本論文は、結論的に

立憲理論における 「法律」概念を 「私人に向けられる一般拘束的な行態法」と概念すべきで
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あると述べるが、この結論は全体の論旨からみて唐突の感をまぬがれない。 しか し、それは、

「仮設」的に述べ られたものと理解すべきで、提出者 じしん今後の検討に残すところであっ

て、本論文はその基礎とすべき 「序説」的研究の学問的価値を問うものと考えられるから、

これを欠点とすることはできない。

本論文は、日本公法学界において、従来、充分な研究のなされ・なかった古典的学説を着実

に研究 し紹介 したのみならず、外国におけるあたらしい学説事情についても周到に分析 ・紹

介するところがあり、学界に対 し多大の寄与をしたものと認められる。

なお、別紙の学力確認要旨に記載 したように、本論文提出者は東北大学大学院博士課程を

経て学位を授与される者と同等以上の学力があると認められる。

以上によって、本論文提出者は法学博士の学位を授与されるに値するものと認める。
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